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  (17) その他必要と認められる事項(業務用ＥＴＣカードの管理等) 

  ２ 請負者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、当該工事に着手する前に変更

施工計画書を提出しなければならない。なお、その後変更が生じた場合には、その都度、

当該箇所について変更施工計画書の差替えを行い、合わせて、削除、追記等その変更内

容を記した履歴簿を添付すること。 

  ３ 請負者は、工種ごとの施工体制、細部計画等工事の進捗にあわせて施工計画を立てる

必要がある場合には、監督職員の承諾を得て、施工計画書又は変更施工計画書を分割す

ることができる。ただし、この場合においても当該工種の施工に着手する前に提出しな

ければならない。 

 

 １．４．４ 品質管理計画書 

  １ 請負者は、当社で採用された実績のない材料、製品及び工法（以下、「新材料等』と

いう。）を使用する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した品質管理計画書を提出し

なければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、監

督職員の承諾のうえ省略することができる。 

   (1) 適用の範囲 

   (2) 施工概要 

   (3) 要求性能 

   (4) 使用材料（材料名、規格、製造業者名、適合規格、材料試験等の結果） 

   (5) 試験施工計画 

   (6) 施工管理計画（社内検査体制含む） 

   (7) 品質管理計画（社内検査体制含む） 

   (8) その他必要と認められる事項 

  ２ 請負者は、品質管理計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該新材料等使

用前に、「変更品質管理計画書」を提出しなければならない。 

  ３ 請負者は、新材料等を使用する場合は、次の各号に基づき施工管理を行わなければな

らない。 

   (1) 材料受け入れ時は、2.1.2 第 5 項にて監督職員の承諾を得た性能、品質と現場に搬

入された材料との整合を確認すること。 

   (2) 試験施工を実施し、設計時において前提とした要求性能を確認すること。 

   (3) 施工中は、品質管理計画書に記載した施工管理計画及び品質管理計画に基づき、必

要な検査を実施すること。 

   (4) 施工完了後、設計時において前提とした要求性能が満足されていることを確認する

こと。 

   (5) その他必要と認められる事項。 
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 １．４．５ 施工法の承諾 

請負者は、設計図書において施工法に関し、監督職員の承諾を得ることと指定された事

項については、「施工法承諾申請書」を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。 

 

 １．４．６ 施工図の承諾 

請負者は、設計図書において施工図等に関し監督職員の承諾を得ることと指定された事

項については、施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を得なければ

ならない。 

 

 １．４．７ 作業計画書 

  １ 請負者は、設計図書に定められているときは、当該作業着手前に、以下の事項を記載

した「作業計画書」を提出しなければならない。 

  （１）施工体制 

（２）作業工程 

（３）施工方法（施工順序及び施工範囲含む） 

（４）使用材料 

（５）機械器具類  

（６）品質及び施工管理計画（社内検査体制含む） 

（７）その他各節に特に定める事項等 

  ２ 請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に、

「変更作業計画書」を提出しなければならない。 

 

 １．４．８ 施  工 

  １ 請負者は、施工計画書及び作業計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。 

  ２ 請負者は、工事の施工部分が設計図書に不適合であることを発見した場合は、直ちに

工事打合せ簿にその内容を記載して報告し、監督職員の指示を受けなければならない。 

３ 請負者は、高速道路上にあっては道路工事等協議書に従い工事を施工し、高速道路外

にあっては工事の施工に先立ち道路使用許可申請書により所轄警察署の許可を受け、か

つ、その許可条件を遵守して工事を施工しなければならない。 

４ 請負者は、首都高速道路上において、工事を施工するときは道路工事等協議書の写し

及び作業連絡の写し（当社から交付されたもの）を、高速道路外にあっては道路使用許

可書をそれぞれ携帯しなければならない。 

５ 請負者は、工事開始時及び工事完了時並びに降雨その他の事由により工事を中止する

ときは、速やかにその旨を連絡しなければならない 

 

 １．４．９ ＥＴＣ業務用カードの貸与 

  １ 請負者は、維持、修繕工事等（新設又は改築については、首都高速道路の工事で、供
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用中の首都高速道路を通行しなければ施行が困難な工事に限る。）のため、首都高速道

路上（営業路線）へ入る場合は、原則としてＥＴＣ業務用カードによらなければならな

い。 

  ２ 請負者は、首都高速道路（営業路線）へ入るために必要なＥＴＣ業務用カードについ

ては、交付申請することにより、必要枚数を請求することができる。 

  ３ 請負者は、ＥＴＣ車載器を自らの負担により設置しなければならない。 

  ４ 請負者は、貸付を受けたＥＴＣ業務用カード１枚毎に、毎月末に「使用報告書」を提

出しなければならない。なお、「使用報告書」の内容について、監督職員が確認を求め

る場合がある。 

  ５ 請負者は、ＥＴＣ業務用カードの使用においては、紛失及び不正使用の防止に努め、

その管理方法について施工計画書に記載しなければならない。 

  ６ 請負者は、請負者の責によるＥＴＣ業務用カードの紛失及び紛失に伴う第三者の不正

使用により当社が被った損害については賠償しなければならない。 

  ７ 請負者は、ＥＴＣ車載器の搭載が困難な場合（短期リース車両等）や特別な事情のあ

る場合は、貸与されたＥＴＣ業務用カードを使ってＩＣＣＲ方式により首都高速道路

（営業路線）に入ること。 

 

１．４．１０ 出来形の管理 

請負者は、関係法令、その他設計図書に定める出来形、規格値により定められた各書類

及び基準にあった補修工事の出来形を管理しなければならない。 

 

 １．４．１１ 現場社内検査 

  １ 請負者は、施工計画書又は作業計画書に基づき、工事の施工段階において、自らの責

任と費用により現場社内検査を行わなければならない。 

  ２ 請負者は、監督職員の請求に対し、前項の現場社内検査の結果を、直ちに提示しなけ

ればならない。 

  ３ 請負者は、現場社内検査責任者を定め、「施工計画書」又は「作業計画書」に記載し

なければならない。 

なお、現場社内検査責任者は、主任技術者又は監理技術者及び元請負者に所属する専

門技術者がこれを兼ねることができる。 

  ４ 請負者は、工事の施工について、現場監督員の立会を受ける場合は、事前に現場社内

検査を実施しなければならない。また、その結果を現場監督員が請求した場合は、直ち

に提示しなければならない。 

 

 １．４．１２ 工事週報等 

  １ 請負者は、翌週に予定している工事内容並びに翌週の現場における工事材料検査及び

工事施工立会予定を記載した「工事週報・立会検査願」を作成し、その電子データを電
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子メールにて前週の営業日の末日までに提出するとともに、工事の実施後はその電子デ

ータに実施した工事の内容を記載して速やかに提出しなければならない。ただし、電子

メールによる提出が困難な場合は、紙による提出も可能とする。なお、提出されたもの

を整備・保管し、品質管理室工事検査グループによる検査時に確認できるようにしなけ

ればならない。 

２ 前項において、準備工、工場製作工等の期間で、監督職員が認めた工事については、

「工事週報・立会検査願」の工事週報に関する項目の作成及び提出を省略することがで

きる。 

  ３ 請負者は、第１項の「工事週報・立会検査願」による工事の予定の内容に変更が生じ

たときは、速やかに報告しなければならない。なお、報告方法については、第１項の提

出方法に準ずるものとする。 

  ４ 請負者は、前月分の作業実績及びその月に実施する予定の工事内容等を「工事進捗状

況表」に記載し、毎月５日までに、これを提出しなければならない。この場合において、

実施工程に変更が生じたときは、実施工程表の変更を 1.4.3 第２項の規定により行わな

ければならない。 

  ５ 請負者は、作業日誌、材料受払簿、施工管理試験記録その他必要な帳簿を整備・保管

し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければ

ならない。 

 

 １．４．１３ 工事用仮設構造物等 

請負者は、設計図書に特別な定めのある場合を除き、仮設施工方法等その他工事目的物

を完成するために必要な一切の手段については、自らの責任と費用により所要の事項を定

め、労働安全衛生法、建設工事公衆災害防止対策要綱その他関係法令等に基づき、安全を

確認の上、工事を施工しなければならない。 

 

 １．４．１４ 作業用機械の選定等 

  １ 請負者は、工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機

械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。    

ただし、条件のよい機械がある場合には、監督職員の承諾を得て使用することができる。 

  ２ 請負者は、騒音規制法第 14 条及び振動規制法第 14 条に基づき、市に届出を行ったと

きは、速やかに報告しなければならない。 

  ３ 請負者は、作業用機械の操作、組立又は解体に当たっては、安全に配慮し、その周辺

に人的･物的な危害を与えないよう自らの責任と費用により必要な措置を講じなければ

ならない。 

 

 １．４．１５ 環境保全 

  １ 請負者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通達、昭
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和 62 年 4 月 16 日）、関連法令及び条例並びに設計図書の規定を遵守の上、騒音、振動、

大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十

分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。 

  ２ 請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに報告し、監督職員か

ら指示があったときは、それに従わなければならない。第三者から環境問題に関する苦

情があった場合には、請負者は、1.1.9 の規定に従い対応しなければならない。 

  ３ 監督職員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損

害が生じた場合は請負者に対して、請負者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損

害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提示を求めることができる。この

場合において、請負者は、必要な資料を提示しなければならない。 

 

 １．４．１６ 支障物件の処理 

  １ 請負者は、工事の施工に支障を及ぼす既存の物件（支障物件）について、関係者及び

監督職員の承諾を得た上で必要に応じこれらの調査を行うとともに、その状況を確認の

上、報告書を提出しなければならない。 

  ２ 請負者は、前項の報告書を提出したときは、支障物件の処理について監督職員の指示

を受けなければならない。 

  ３ 請負者が自らの都合により既存の物件を移転する必要が生じたときは、報告しなけれ

ばならない。これに必要な費用は、請負者の負担とする。 

 

１．４．１７ 支給材料及び貸与品 

 支給材料及び貸与品については、契約書第 15 条の規定によるほか、次の各号によらな

ければならない。 

   (1) 契約書第 15 条第 1 項に規定する｢引渡場所｣について、設計図書に記載がない場合

は、監督職員の指示によらなければならない。 

   (2) 請負者は、契約書第 15 条第 1 項の規定に基づき、支給材料及び貸与品の支給を受

ける場合は、速やかに「支給材料・貸与材料使用明細書」を提出しなければならない。 

   (3) 請負者は、支給材料又は貸与品の保管場所の整備を行い、支給材料又は貸与品の受

入れに支障のないようにしなければならない。この場合において、保管場所の位置、

面積、構造等及び支給材料又は貸与品の貯蔵方法等について監督職員の承諾を得なけ

ればならない。 

   (4) 請負者は、支給材料又は貸与品について、当社から支給又は貸与されたものである

ことを明らかに識別できるようにしておかなければならない。 

   (5) 請負者は、支給材料又は貸与品については、設計図書で定められた使用目的以外の

用途に使用してはならない。 

   (6) 請負者は、毎月 5日までに「支給材料・貸与品使用管理状況一覧表」を提出し、支

給材料及び貸与品について、前月分の使用及び保管の状況を明らかにしなければなら
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ない。 

   (7) 請負者は、貸与鋼材の使用に当たって溶接又は切断を行う場合は、「貸与鋼材溶接

願又は貸与鋼材切断願」を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。 

   (8)  請負者は、当社から貸与される機械器具の使用に当たっては、当社制定の土木工

事共通仕様書 Ⅴ 機械器具貸与仕様書の規定によらなければならない。 

   (9) 請負者は、契約書第 15条第 9項に定める｢不用となった支給材料又は貸与品の返還｣

については、「返還材料調書」又は「貸与材料返還通知書」を提出し、監督職員の指

示を受けなければならない。なお、請負者は、返還が完了するまで材料の損失に対す

る責任を免れることはできない。 

 

 １．４．１８ 現場発生品 

  １ 請負者は、工事の施工に伴い、設計図書に定めのない現場発生品を発見したときは、

直ちに報告し、監督職員の指示を受けるとともに、当該発生品の品名、規格及び数量に

ついて監督職員の確認を受けた後、「発生品報告書」を提出しなければならない。 

  ２ 請負者は、工事の施工によって生じた現場発生品については、前項に規定する「発生

品報告書」を作成し、監督職員の指示する場所で引き渡さなければならない。 

 

 １．４．１９ 色、柄等の指示 

   請負者は、色、柄等について監督職員の指示を受けなければならない。 

 

 １．４．２０ 技能士 

技能士は、次により、適用する技能検定の職種及び作業の種別は、特記による。 

(1) 職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）による一級技能士又は単一等級の資格

を有するものとし、資格を証明する資料を提出しなければならない。 

(2) 技能士は、適用する工事作業中、1 名以上の者が自ら作業をするとともに、他の技能

者に対して施工品質の向上を図るための作業指導を行わなければならない。 

 

 １．４．２１ 技能資格者 

１ 技能資格者は、設計図書に定められた資格を有する者又はこれらと同等以上の能力の

ある者とする。 

２ 技能資格者は、資格又は能力を証明する資料を提出しなければならない。 

 

 


